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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘアカール用の装置であって、把持部（２）、第１のアーム（４）および第２のアーム
（５）を備え、
　前記第１のアーム（４）および第２のアーム（５）は、それぞれの第１端部（６，７）
で前記把持部（２）に接続されており、かつ、長手方向の軸心（Ｘ）にほぼ沿って、互い
に平行に並列配置されており、
　さらに、前記第１のアーム（４）および第２のアーム（５）の両方を加熱する加熱手段
（２４，２５）を備えるヘアカール用の装置（１）において、
　前記第１のアーム（４）が、前記把持部（２）に固定された固定半アーム部（１４）と
、その固定半アーム部（１４）に弾性支持された可動半アーム部（１６）とを有し、
　前記第２のアーム（５）も、前記把持部（２）に固定された固定半アーム部（１５）と
、その固定半アーム部（１５）に弾性支持された可動半アーム部（１７）とを有し、
　前記第１のアーム（４）および第２のアーム（５）のそれぞれが、全体としてほぼ半円
柱形であり、前記可動半アーム部（１６，１７）に形成された第１の平坦面（１８，１９
）と、前記固定半アーム部（１４，１５）に形成された第２の凸状面（２０，２１）とを
有し、
　前記平坦面（１８，１９）同士は対向し、前記凸状面（２０，２１）同士は背を向ける
ように配置され、
　使用中でない状態で、前記第１のアーム（４）の前記可動半アーム部（１６）および前
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記第２のアーム（５）の前記可動半アーム部（１７）が、所定の距離だけ離れて、前記ア
ーム（４，５）の全長にわたって互いにほぼ並列配置されており、前記平坦面（１８，１
９）間の隙間（３’）が２ｍｍから１０ｍｍに設定され、
　髪の房が前記隙間（３’）に挿入されてカールされることを特徴とするヘアカール用の
装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のヘアカール用の装置において、
　前記加熱手段が、第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）を有しており
、その第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）のそれぞれが、対応する前
記可動半アーム部（１６，１７）に収容されているヘアカール用の装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のヘアカール用の装置において、
　前記加熱手段が、第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）を有しており
、その第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）のそれぞれが、対応する前
記固定半アーム部（１４，１５）に収容されているヘアカール用の装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載のヘアカール用の装置において、
　前記可動半アーム部（１６，１７）のそれぞれが、対応する前記アーム（４，５）の、
前記把持部（２）とは反対側の第２端部（８、９）に、ヘッド部（５０，５１）を有する
ヘアカール用の装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のヘアカール用の装置において、
　前記ヘッド部（５０，５１）が、断熱材で構成されているヘアカール用の装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載のヘアカール用の装置において、
　前記アーム（４，５）のうちの少なくとも１つのアームにおける前記固定半アーム部（
１４，１５）の凸状面に、少なくとも１つの畝（７０，７１）が前記長手方向の軸心（Ｘ
）を横切って延びるように形成されているヘアカール用の装置。
【請求項７】
　請求項６に記載のヘアカール用の装置において、
　前記第１のアーム（４）の畝（７０）が、前記第２のアーム（５）の畝（７１）からず
れた位置にあるヘアカール用の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘアカールおよび／またはヘアスタイリング用の装置に関し、特に、ヘアカ
ールおよび／またはヘアスタイリング用の電気装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヘアカール用の電気装置は、既知のように広く普及しており、家庭や美容院で使用され
ている。
【０００３】
　一般的に、髪（髪の毛）の房にカールおよび／またはスタイリングを施すには、加熱可
能な円柱体に髪の毛を巻き付け、そのまま何分間か固定した後、髪の毛を離すという方法
が取られる。このように、加熱された円柱体に髪の房を巻き付けて数分間固定することに
より、その髪の房はカール状を成すようになる。
【０００４】
　この種の方法を実行するための装置として、例えば、特許文献１、特許文献２および特
許文献３には、表面全体を加熱可能な円柱体と、ユーザ（使用者）が操作可能なレバーに
連結した狭持部とを一般的に備える、いわゆるカールアイロン（ヘアアイロン）が開示さ



(3) JP 5925986 B2 2016.5.25

10

20

30

40

50

れている。レバーを押圧することによって狭持部が開き、その狭持部と円柱体との間に髪
の房が容易に挿入される。その後、レバーを解放することにより、髪の房を挟むかたちで
狭持部が円柱体に再び当接する。狭持部と円柱体との間に髪の房が固定された状態で装置
を手またはモータで回転させることにより、挟まれずに残った部分の髪の房を、円柱体を
中心としてカールさせることができる。このように、髪の房の全長を加熱された円柱体に
巻き付けてその状態を十分保持することにより、髪の毛を所望のスタイルにセットするこ
とができる。以上の作業が終了したならば、レバーを再び押圧して狭持部を開き、髪の毛
を離せばよい。
【０００５】
　しかしながら、このようなカールアイロンには、円柱体に巻き付けられた髪の毛が狭持
部にも巻き付くことで、髪の房を離すためのレバーの押圧操作が困難になるという欠点が
ある。また、狭持部を動かして髪の毛を離すためのレバーが、カールアイロンを回転させ
た後に、ユーザが簡単に操作できない位置に来ている場合がある。さらに、カールを施す
ための円柱体に髪の毛を巻き付ける際に、髪の毛を離すレバーが設けられた把持部の部位
にも誤って髪の毛を巻き付けてしまうことがある。そのような場合、レバーの押圧はさら
に困難になる。
【０００６】
　このようなカールアイロンの別の欠点として、満足のいく仕上りを得るには、髪の房の
保持時間が極めて長くなるだけでなく、カールを施すためのこのような動作を髪の房ごと
に繰り返さなければならないことが挙げられる。また、さらなる欠点として、狭持部を押
し付ける方向に髪の房が巻き付いてしまうと、見栄えの良くない髪型に仕上がってしまう
点が挙げられる。
【０００７】
　また、近年、いわゆる「プレート」を用いた、第２のカール方法が利用されている。プ
レートとは、両側から髪の毛を挟み込むように構成された２つの長くて平坦なアームを備
え、対向するアーム内面同士は加熱可能であるがアーム外面は加熱可能でない装置のこと
を指す。プレートは、例えば、特許文献４に記載されている。なお、この種の装置は前述
のカールアイロンとは異なり、本来は動かさずに使用されるものであり、さらに、髪の毛
をストレートに整えるために用いられる場合が多いので、ヘアストレーナーとも称される
。まず、このプレートに髪の房を巻き付けてしっかりと保持し、その巻付け方向に１８０
°または３６０°回転させる。次に、プレートを持っている方とは反対の手で髪の房をし
っかり保持しながら、プレートを上方から下方にスライドさせる。そして、髪の房を離す
と、加熱されたプレートに巻き付けられた髪の房はカール状を成すようになる。前述のカ
ールアイロンではこのスライド方法を用いることはできない。なぜなら、髪の房は狭持部
によって固定されているので、カールアイロンを下方にスライドさせようとすると、髪の
毛の一部が引っ張られてしまうからである。
【０００８】
　この方法を利用すれば、髪の毛にカールおよび／またはスタイリングを施すのに必要な
作業時間を短縮することができるものの、幾つかの欠点も見受けられる。事実、プレート
を用いる方法は、カールアイロンを用いる方法よりも短時間で結果を得られるが、髪の毛
はアーム間を通過するときしか加熱されないので、施したカールおよび／またはスタイリ
ングが短期間で元の状態に戻ってしまう。また、プレートを用いる方法では、スライド可
能な範囲が限られているので、髪の毛の根元に近い部分で一貫した（ばらつきがなく一様
な）カールを得ることは極めて困難になる。さらなる欠点として、スライド中はプレート
を閉じるために力をかけ続けなければならないので、使用が厄介になる点が挙げられる。
【０００９】
　基本的に、プレートを用いて得られた仕上りは、カールアイロンを用いて得られた仕上
りよりも弱く、かつ、持続時間も短い。
【００１０】
　特許文献５には、把持部と、２つの半円柱部を形成するように先端部から基部まで開か
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れた加熱可能な円柱体と、円柱体の内側に挿入されその円柱体の全長にわたって延びるブ
レードとを備えるヘアカール用の電気装置が記載されている。使用中でない状態のブレー
ドは、２つの半円柱部の内側の面に対して平行なので、髪の毛が挿入しやすくなっている
。髪の毛を挿入した後、手でボタンを押すことによってブレードが回転し、ブレードが２
つの半円柱部の内側の面に斜め方向に当接することで髪の毛が保持される。
【００１１】
　このような装置では、レバーおよびレバーで動かされて髪の毛を固定する狭持部を省略
することができる。しかしながら、髪の毛を固定するためのブレードやブレードを操作す
るボタンが存在するため、装置の大きさの問題や取扱い性の問題が依然として残る。さら
に、このような装置は髪の毛をブレードで保持するので、上述の第２の方法を利用するこ
とができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】欧州特許出願公開第１４１７９０５号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／００２２８３６号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００６／０７６０３２号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００６／００３７６２５号明細書
【特許文献５】米国特許第４４７９０４７号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　出願人は、先行技術の装置が取り扱いにくく、一貫した仕上りを得るのに極めて長時間
を要することに着目した。
【００１４】
　さらに、出願人は、先行技術の装置では、十分な保持時間をかけても髪の房に満足のい
くカールを形成することができず、特に、髪の毛の根元に近い部分において満足のいく仕
上りを得られないことに着目した。
【００１５】
　これらの点に鑑みて、本願の技術的課題は、取り扱いやすく、作業時間を短縮すると同
時に、カールヘアの仕上りを向上させ持続時間も延ばすことのできる装置を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、請求項１に記載の装置に関する。任意の好ましい特性は、従属請求項に記載
されている。
【００１７】
　詳細には、本発明は、ヘアカール用の装置に関するものであり、把持部、第１のアーム
および第２のアームを備え、
　前記第１のアームおよび第２のアームは、それぞれの第１端部で前記把持部に接続され
ており、かつ、長手方向の軸心にほぼ沿って、互いに平行に並列配置されており、
　さらに、前記第１のアームおよび第２のアームのうちの少なくとも１つを加熱する加熱
手段を備えており、
　前記第１のアームが、前記把持部に固定された固定半アーム部と、その固定半アーム部
に弾性支持された可動半アーム部とを有することを特徴とする。
【００１８】
　本発明の装置では、２つのアーム間に髪の房が挿入されるとアーム同士が離れるように
動けるので、レバーや狭持部などの機械装置を使用せずとも、髪の房をアームの全長にわ
たって適切に位置決めしてカールを施すことができる。よって、本発明の装置は、スライ
ド動作によってカールを施す前述の第２の方法を利用することができ、かつ、仕上りも良
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好で持続時間も長いので、取扱い性が大幅に向上し、作業時間も大いに短縮することがで
きる。さらに、本発明の装置は、髪の毛にカールを施す過程で障害となるおそれのある機
械要素、例えば、カールを施す髪の房を固定したり離したりするたびに用いられる狭持部
やブレード、これらに接続されたレバーやボタンなどの要素を備えない。そのため、本発
明の装置は２つの方法で使用可能であり、融通性および簡便性に優れている。さらに、上
述のような種類の要素を備えないことにより、髪の毛の根元に近い部分にもカールを施す
ことができる。一般的に、このような根元に近い部分は、先行技術の装置では大きさが問
題となって届きにくく、満足のいく髪の房のカールを得ることができないとされている。
【００１９】
　操作を必要とする機械要素がないので、ユーザの手は自由になる。これにより、例えば
、必要に応じて髪の房をしっかりと保持することができ、また、作業の終了時に髪の房を
離しやすくなるので、髪の毛のカール作業が改善される。
【００２０】
　本願明細書および特許請求の範囲において、「軸心にほぼ沿って」や「長手方向の軸心
にほぼ沿って」という用語は、「軸心に正確に沿って」という意味と、「軸心から少しず
れた仮想的な直線に沿って」という意味の両方を内包する。また、「ほぼ平坦」、「ほぼ
半円柱」および「ほぼ円柱」という用語は、それぞれ、「平坦」、「半円柱」、「円柱」
という意味を内包するだけでなく、これらのような形状から眼では判断できない程度に逸
脱した形状、さらには、これらのような形状と全体的にほぼ同一である形状も指す。最後
に、「互いにほぼ並列配置された（複数のアームまたはアーム部）」という用語は、互い
に対向する（複数の）アームまたはアーム部はもちろん、両者間の隙間が極めて小さい（
複数の）アームまたはアーム部も指す。
【００２１】
　好ましくは、第２のアームも、前記把持部に固定された固定半アーム部と、その固定半
アーム部に弾性支持された可動半アーム部とを有する。
【００２２】
　これにより、いずれの可動半アーム部も、対応する固定半アーム部に対して移動可能と
なる。よって、これら可動半アーム部間に髪の房を挿入することで可動半アーム部同士の
間隔が増加するので、髪の房の挿入がより簡単に行えるようになる。
【００２３】
　好ましくは、前記第１のアームおよび第２のアームは、いずれも、全体としてほぼ半円
柱形であり、それぞれ、可動半アーム部に形成された第１の平坦面と、固定半アーム部に
形成された第２の凸状面とを有し、前記平坦面同士は対向し、前記凸状面同士は背を向け
るように配置されている。
【００２４】
　このような構成には、第１のアームと第２のアームとによって形成される部材が、髪の
房を巻き付けてカールを施すのに最も好適とされる、ほぼ円柱形を成すという利点がある
。
【００２５】
　好ましくは、このヘアカール用の装置が使用中でない状態で、前記第１のアームの可動
半アーム部および前記第２のアームの可動半アーム部は、アームの全長にわたって互いに
ほぼ並列配置されている。
【００２６】
　好ましくは、このヘアカール用の装置が使用中でない状態で、前記第１のアームの可動
半アーム部および前記第２のアームの可動半アーム部が、所定の距離だけ離れて配置され
ている。
【００２７】
　好ましくは、前記加熱手段は、第１の加熱要素および第２の加熱要素を有しており、そ
の第１の加熱要素および第２の加熱要素のそれぞれが、対応する可動半アーム部に収容さ
れている。変形例として、前記第１の加熱要素および第２の加熱要素のそれぞれが、対応
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する固定半アーム部に収容されていてもよい。より好ましくは、前記加熱手段は、可動半
アーム部および固定半アーム部の両方を加熱するのに適した少なくとも１つの加熱要素を
有している。
【００２８】
　事実、出願人は、持続時間の長い一貫したカールを比較的短時間で得るためには、髪の
房を巻き付けてカールを施すための表面の全体を加熱することが基本的に必要であると気
付いた。このように表面全体が加熱されることにより、髪の房全体を、カールをセットす
るのに必要な時間中ずっと加熱することができる。
【００２９】
　好ましくは、前記可動半アーム部のそれぞれは、対応するアームの、前記把持部とは反
対側の第２端部にヘッド部を有する。
【００３０】
　前記ヘッド部により、２つの可動半アーム部の隙間に髪の房を案内しやすくなる。
【００３１】
　好ましくは、前記ヘッド部は、断熱材で構成されている。
【００３２】
　これにより、加熱手段で発生した熱は装置の先端部に伝わらないので、装置の取扱い性
が向上し、さらに、ユーザおよび／またはカールを施されている人間が火傷を負う心配も
ない。
【００３３】
　好ましい一実施形態では、前記アームのうちの少なくとも１つのアームにおける固定半
アーム部の凸状面に、少なくとも１つの畝（リブ）が前記長手方向の軸心Ｘを横切って延
びるように形成されている。「少なくとも１つの畝が前記長手方向の軸心Ｘを横切って延
びるように形成されている」とは、少なくとも１つの畝が、軸心Ｘに沿って配設されてい
るのではなく、軸心Ｘに対して傾いて配設されていること、特に、軸心Ｘに対して垂直に
配設されていることを意味する。
【００３４】
　畝は、髪の房をアームの周りに適切に位置決めするガイドとして機能し、カール作業中
に髪の房がヘアカール用の装置から簡単に離れないようにしたり、髪の房の上に同じ髪の
房が重なってカールされることを防いだりする。髪の房は、１巻きずつアームの隣合う畝
の間にくるように、繰り返し巻き付けられる。
【００３５】
　前記第１のアームの畝は、前記第２のアームの畝と整列していてもずれていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の装置の第１の好ましい実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１の装置の一部を示す側面図である。
【図３】図１および図２の装置を、図２の線III －III に沿って切断した断面図である。
【図４】図１～図３の装置の一部を示す分解図である。
【図５】図４の詳細を示す分解図である。
【図６】本発明の装置の第２の好ましい実施形態を示す側面図である。
【図７】本発明の装置の第３の好ましい実施形態を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明の装置のさらなる特徴および利点は、添付の図面を用いた、本発明の例示的な好
ましい実施形態についての以下の説明から明らかになる。
【００３８】
　図１～図５において、符号１は、本発明の第１の実施形態であるヘアカール用の装置を
示す。装置１は、把持部２、第１のアーム４および第２のアーム５を備え、第１のアーム
４および第２のアーム５は、長手方向の軸心Ｘに沿って延びる、ほぼ同一のアームである
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。これら２つのアーム４，５は、把持部２と一直線状になるように、互いに平行に並列配
置されている。第１のアーム４の一方の側は、その第１端部６で把持部２に接続されてい
る。同様に、第２のアーム５も、その第１端部７で把持部２に接続されている。これら２
つのアーム４，５は、互いに独立して把持部２に接続されている。
【００３９】
　図３～図５に示すように、第１のアーム４は、把持部２に固定された固定半アーム部１
４と、その固定半アーム部１４に弾性支持された可動半アーム部１６とを有する。同様に
、第２のアーム５は、把持部２に固定された固定半アーム部１５と、その固定半アーム部
１５に弾性支持された可動半アーム部１７とを有する。
【００４０】
　第１のアーム４および第２のアーム５は、いずれも、全体としてほぼ半円柱形であり、
それぞれ、第１の表面として可動半アーム部１６，１７に形成された平坦面１８，１９と
、第２の表面として固定半アーム部１４，１５に形成された凸状面２０，２１とを有する
。平坦面１８，１９同士は対向し、凸状面２０，２１同士は背を向けるように配置されて
いる。
【００４１】
　半可動アーム部１６，１７のそれぞれには、対応する加熱要素２４，２５で構成される
加熱手段を収容するための座部２２，２３が形成されている。このような位置に配置され
た加熱要素２４，２５は、動作時において、アーム４，５の平坦面１８，１９および凸状
面２０，２１の両方を良好に加熱する。好ましくは、加熱要素２４，２５は、適切な出力
を有する公知の種類の電気抵抗であり、例えば、１７０℃から２５０℃の温度に達する、
電気抵抗体、ＰＴＣ（positive temperature coefficient heater,  正の温度係数を有す
るヒーター）、セラミック抵抗体（セラミックヒーター）などである。変形例として、ま
たは上述の構成に追加して、加熱要素２４，２５のそれぞれが、対応する固定半アーム部
１４，１５に収容されてもよい。
【００４２】
　装置１の使用中でない状態において、第１のアーム４の可動半アーム部１６および第２
のアーム５の可動半アーム部１７は、アーム４，５の全長にわたって互いにほぼ並列配置
されている。可動半アーム部１６，１７同士は、所定の距離だけ離れて配置されている。
図示の使用中でない状態の装置１において、平坦面１８，１９同士は、それらの全長にわ
たって一定の距離だけ離れて対向する。図１～図５に示す実施形態において、この距離は
ほぼゼロ、すなわち、２ｍｍ未満である。このようにして、２つの平坦面間には、極めて
狭い隙間３が形成される。
【００４３】
　固定半アーム部１４は金属の形材から形成され、図３の断面図に示すように、凸状面２
０に沿って延びる主要部２６を有する。主要部２６の側部には２つの対向する案内爪部２
８，３０が設けられており、これら案内爪部２８，３０は、可動半アーム部１６の平坦面
１８に対してほぼ垂直な方向に延びている。案内爪部２８，３０のそれぞれの端部には、
外方に延びる突部３２，３４が設けられている。
【００４４】
　可動半アーム部１６も金属の形材から形成され、図３の断面図に示すように、平坦面１
８に沿って延びる主要部３６を有する。主要部３６の側部には２つの対向する案内爪部３
８，４０が設けられており、これら案内爪部３８，４０は、固定半アーム部１４の主要部
２６に対向するようにして平坦面１８のほぼ垂直方向に延びている。案内爪部３８，４０
のそれぞれの端部には、内方に延びる突部４２，４４が設けられている。
【００４５】
　固定半アーム部１４と可動半アーム部１６とは、それぞれの案内爪部２８，３０および
３８，４０によって係合している。詳細には、図３から明らかなように、案内爪部３８，
４０と案内爪部２８，３０とが重なり合うようにして、固定半アーム部１４の各突部３２
，３４と可動半アーム部１６の各突部４２，４４とが係合している。これにより、固定半
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アーム部１４からの可動半アーム部１６の脱離が妨げられている。
【００４６】
　第２のアーム５の構造は、上述した第１のアーム４の構造と同一である。つまり、第２
のアーム５の固定半アーム部１５は金属の形材から形成され、図３の断面図に示すように
、凸状面２１に沿って延びる主要部２７を有する。主要部２７の側部には２つの対向する
案内爪部２９，３１が設けられており、これら案内爪部２９，３１は、可動半アーム部１
７の平坦面１９に対してほぼ垂直方向に延びている。案内爪部２９，３１のそれぞれの端
部には、外方に延びる突部３３，３５が設けられている。
【００４７】
　同様に、可動半アーム部１７も金属の形材から形成され、図３の断面図に示すように、
平坦面１９に沿って延びる主要部３７を有する。主要部３７の側部には２つの対向する案
内爪部３９，４１が設けられており、これら案内爪部３９，４１は、固定半アーム部１５
の主要部２７に対向するようにして平坦面１９のほぼ垂直方向に延びている。案内爪部３
９，４１のそれぞれの端部には、内方に延びる突部４３，４５が設けられている。
【００４８】
　第１のアーム４の場合と同様に、固定半アーム部１５と可動半アーム部１７とは、それ
ぞれの案内爪部２９，３１および３９，４１によって係合している。詳細には、図３から
明らかなように、案内爪部３９，４１と案内爪部２９，３１とが重なり合うようにして、
固定半アーム部１５の各突部３３，３５と可動半アーム部１７の各突部４３，４５とが係
合している。これにより、固定半アーム部１５からの可動半アーム部１７の脱離が妨げら
れている。
【００４９】
　各アーム４，５は、固定半アーム部１４，１５と可動半アーム部１６，１７との間に、
可動半アーム部１６，１７を固定半アーム部１４，１５から遠ざけるように弾性的に押圧
する弾性手段を有している。この押圧により、使用中でない状態の可動半アーム部は、図
１～図５に示す位置、詳細には、図３に示す位置を取る。これらの弾性手段は、それぞれ
、符号１０，１１として概略図示されている。弾性手段１０，１１は、様々な種類のばね
（板ばね、コイルばね、針ばねなど）、または他の種類の弾性体であってもよい。
【００５０】
　各アーム４，５は、さらに、把持部２とは反対側の第２端部８、９にヘッド部５０，５
１を有する。
【００５１】
　ヘッド部５０，５１は、可動半アーム部１６，１７に取り付けられている。このために
、図４および図５から明らかなように、例えばヘッド部５１にはタング５３が設けられて
いる。タング５３は、座部２３における、第２端部９に最も近くかつ加熱要素２５が設け
られていない部位に挿入される。ヘッド部５０，５１は、軸心Ｘに対して傾いた前壁５４
，５５を有するように、テーパ状に形成されている。これら２つのヘッド部５０，５１の
前壁５４，５５は、２つのアーム４，５間にカールを施す髪の房を挿入するための凹状空
間６０を形成するように対向している。ヘッド部５０，５１は、アーム４，５に連結可能
なように、傾いた前壁５４，５５が設けられている側とは反対側の形状がアーム４，５の
形状と合致している。
【００５２】
　各ヘッド部５０，５１は、断熱材、例えば、公知のプラスチック材料、好ましくは、Ｐ
ＰＳなどの射出成形可能な種類のプラスチック材料で構成されている。
【００５３】
　装置１には、さらに、加熱要素２４，２５に給電するための電気接続部（図示せず）が
設けられている。このような電気接続部は、公知の方法によって加熱要素２４，２５の加
熱を調節する、電力調節部材（図示せず）を備えている。
【００５４】
　装置１の動作の手順を以下に説明する。



(9) JP 5925986 B2 2016.5.25

10

20

30

40

50

【００５５】
　図１および図２から理解されるように、本発明の装置１を用いて髪の毛をカールするに
は、まず、カールを施す髪の房を、ヘッド部５０，５１間の凹状空間６０からアーム４，
５の平坦面１８，１９間の隙間３に挿入する。このとき、２つの可動半アーム部１６，１
７同士は、離れるように付勢されて弾性手段１０，１１を圧縮し、平坦面１８，１９間の
隙間３の幅を増加させる。このように、髪の房は、弾性手段１０，１１による可動半アー
ム部１６，１７の弾性的な付勢によって優しく保持されたまま、２つのアーム４，５間に
固定される。
【００５６】
　次に、軸心Ｘを中心として装置１を回転させることにより、髪の房が２つのアーム４，
５の周りに巻き付けられる。図示しない他の実施形態において、２つのアーム４，５で構
成されるアセンブリを、適切な指令でユーザが起動させる電気モータにより、把持部に対
して回転させるようにしてもよい。
【００５７】
　髪の房が巻き付けられたアーム４，５は、髪の毛にカールを施すのに必要な時間だけ加
熱される。この時間中、加熱要素２４，２５が給電されてアーム４，５を加熱する。装置
１の構成では、給電、つまり、加熱は、髪の房が巻き付けられたときにのみ行われるか、
または髪の房が巻き付けられる前から行われ、後者の場合、給電、加熱が恒久的に行われ
ることもある。
【００５８】
　その後、装置は、髪の毛にカールが施されている人間の頭部からスライドするようにし
て取り外される。場合によっては、他方の手で髪の房をしっかりと保持しながら、装置を
スライドさせてもよい。これにより、髪の毛が引っ張られることによる不快感を防ぐか、
その不快感を少なくとも軽減させることができる。
【００５９】
　このようにして、髪の房は、全体が加熱されたアームに巻き付けられた状態でスライド
されるので、作業時間の短縮につながる。さらに、これらの作業を行うにあたって、髪の
房を固定したり解放したりするための狭持部や他の機械装置が必要にならない。これによ
り、本発明の装置は、取扱い性の観点から大いに有利である。
【００６０】
　本発明の装置によって得られるカールは、プレートを用いた公知の方法で得られるカー
ルよりも見栄えがはるかに向上する。また、本発明の装置を用いれば、髪の毛の根元に近
い部分まで、さらには、薄い髪の毛の場合でも、髪の毛にドラマチックなカールおよび／
またはスタイリングを施すことができ、かつ、形状の持続時間も長くなる。さらに、カー
ルを得るのに必要な時間も、従来のカールアイロンを使用した場合よりも約４０％短縮す
ることができる。
【００６１】
　図６に、本発明の装置の第２の好ましい実施形態を示す。図１～図５に示す第１の実施
形態との唯一の違いは、使用中でない状態でも、２つの平坦面１８，１９間の距離、すな
わち、隙間３’の幅が、２ｍｍから１０ｍｍに設定されている点である。それ以外のすべ
ての構成は第１の好ましい実施形態と変わらないので、図６に示す符号は、隙間３’以外
はすべて図１～図５と同一である。
【００６２】
　第２の好ましい実施形態は、極めて太い髪の房を取り扱う場合に好適である。
【００６３】
　図７に、本発明の装置の第３の好ましい実施形態を示す。この実施形態では、固定半ア
ーム部１４，１５の各凸状面２０，２１に、髪の房をアーム４，５に巻き付ける際に髪の
房を案内して位置決めするための少なくとも１つの畝７０，７１、例えば、一連の畝７０
，７１が形成されている。この少なくとも１つの畝７０，７１は、長手方向の軸心Ｘを横
切って延びるように設けられていてもよい。



(10) JP 5925986 B2 2016.5.25

10

20

30

40

50

【００６４】
　詳細には、第１のアーム４の凸状面２０に形成された畝７０は、第２のアーム５の凸状
面２１に形成された畝７１に対して長手方向の位置がずれており、すなわち、畝７０，７
１は整列していない。
【００６５】
　この構成では、カールを施すための髪の房の巻付けを、極めて良好に行うことができる
。事実、一方のアームの畝は他方のアームの畝に対して偏位しているので、髪の房をアー
ムの周りに巻き付ける際、アームの長さ方向に対して斜めに位置決めされるように、髪の
房を一方のアームから他方のアームへと２つの隣合う畝間の空間に案内することができる
。
【００６６】
　これにより、カール作業が完了する前に髪の房が装置から簡単に滑り落ちたり、髪の房
の上に同じ髪の房が巻き付いたりするおそれを軽減することができる。
　なお、本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
　［態様１］
　ヘアカール用の装置であって、把持部（２）、第１のアーム（４）および第２のアーム
（５）を備え、
　前記第１のアーム（４）および第２のアーム（５）は、それぞれの第１端部（６，７）
で前記把持部（２）に接続されており、かつ、長手方向の軸心（Ｘ）にほぼ沿って、互い
に平行に並列配置されており、
　さらに、前記第１のアーム（４）および第２のアーム（５）のうちの少なくとも１つを
加熱する加熱手段（２４，２５）を備えるヘアカール用の装置（１）において、
　前記第１のアーム（４）が、前記把持部（２）に固定された固定半アーム部（１４）と
、その固定半アーム部（１４）に弾性支持された可動半アーム部（１６）とを有すること
を特徴とするヘアカール用の装置。
　［態様２］
　態様１に記載のヘアカール用の装置において、
　前記第２のアーム（５）も、前記把持部（２）に固定された固定半アーム部（１５）と
、その固定半アーム部（１５）に弾性支持された可動半アーム部（１７）とを有するヘア
カール用の装置。
　［態様３］
　態様１または２に記載のヘアカール用の装置において、
　前記第１のアーム（４）および第２のアーム（５）のそれぞれが、全体としてほぼ半円
柱形であり、前記可動半アーム部（１６，１７）に形成された第１の平坦面（１８，１９
）と、前記固定半アーム部（１４，１５）に形成された第２の凸状面（２０，２１）とを
有し、
　前記平坦面（１８，１９）同士は対向し、前記凸状面（２０，２１）同士は背を向ける
ように配置されているヘアカール用の装置。
　［態様４］
　態様２または３に記載のヘアカール用の装置において、
　使用中でない状態で、前記第１のアーム（４）の前記可動半アーム部（１６）および前
記第２のアーム（５）の前記可動半アーム部（１７）が、前記アーム（４，５）の全長に
わたって互いにほぼ並列配置されているヘアカール用の装置。
　［態様５］
　態様２または３に記載のヘアカール用の装置において、
　使用中でない状態で、前記第１のアーム（４）の前記可動半アーム部（１６）および前
記第２のアーム（５）の前記可動半アーム部（１７）が、所定の距離だけ離れて配置され
ているヘアカール用の装置。
　［態様６］
　態様１から５のいずれか一態様に記載のヘアカール用の装置において、
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　前記加熱手段が、第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）を有しており
、その第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）のそれぞれが、対応する前
記可動半アーム部（１６，１７）に収容されているヘアカール用の装置。
　［態様７］
　態様１から６のいずれか一態様に記載のヘアカール用の装置において、
　前記加熱手段が、第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）を有しており
、その第１の加熱要素（２４）および第２の加熱要素（２５）のそれぞれが、対応する前
記固定半アーム部（１４，１５）に収容されているヘアカール用の装置。
　［態様８］
　態様１から７のいずれか一態様に記載のヘアカール用の装置において、
　前記可動半アーム部（１６，１７）のそれぞれが、対応する前記アーム（４，５）の、
前記把持部（２）とは反対側の第２端部（８、９）に、ヘッド部（５０，５１）を有する
ヘアカール用の装置。
　［態様９］
　態様８に記載のヘアカール用の装置において、
　前記ヘッド部（５０，５１）が、断熱材で構成されているヘアカール用の装置。
　［態様１０］
　態様３から９のいずれか一態様に記載のヘアカール用の装置において、
　前記アーム（４，５）のうちの少なくとも１つのアームにおける前記固定半アーム部（
１４，１５）の凸状面に、少なくとも１つの畝（７０，７１）が前記長手方向の軸心（Ｘ
）を横切って延びるように形成されているヘアカール用の装置。
［態様１１］
　態様１０に記載のヘアカール用の装置において、
　前記第１のアーム（４）の畝（７０）が、前記第２のアーム（５）の畝（７１）からず
れた位置にあるヘアカール用の装置。
【符号の説明】
【００６７】
１　ヘアカール用の装置
２　把持部
４　第１のアーム
５　第２のアーム
６，７　第１端部
１４　固定半アーム部
１６　可動半アーム部
２４，２５　加熱手段
Ｘ　長手方向の軸心
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